
【入学前に準備しておくこと】 

 

1. 全員 
 

 (1) 進学前に用意する書類や進学後の手続き等について、動画をご確認ください。 

👉👉〈採用候補者の皆さんへ－字幕あり (stream.co.jp)〉 

 

(2) 日本学生支援機構より、送付された資料全てを熟読してください。 

■入学後に学内で開催する説明会に封筒内の資料一式を持参すること。 

   ※「採用候補者のしおり」をよく読み、進学後に必要となる情報を「進学前準備チェックシート」に記入して 

おいてください。 

※事前に、「人的保証」を選択した方は連帯保証人・保証人を依頼する人、「機関保証」を選択した方は「本人以外の

連絡先」を依頼する人から、引き受けることの承諾を必ず得てから記入してください。 

※学生ご本人名義の振込口座を未開設の方は、口座を開設してから「進学前準備チェックシート」に記入してください。 

 

 (3) 令和 8年度大学等奨学生採用候補者決定通知【提出用】の裏面「進学後記入欄」を記入してくださ

い。(下図参照) 

 

(4) 学生本人名義の口座がない場合、奨学金手続きができません。口座未開設の学生は至急、 

学生本人名義で普通預貯金口座を開設してください。 

 

《奨学金振込口座の条件》 

1.学生本人名義の預貯金口座（採用候補者本人以外の口座は使用できません）。 

2.銀行等の普通預金または、ゆうちょ銀行の通常貯金口座。 

※信託銀行、農協、漁協、外資系銀行、SBI 新生銀行、あおぞら銀行、ネットバンク、コンビニ銀行等は対象外。 

3.通帳は、1 年以内に記帳等（※休眠口座になっていない）されている口座。 

※なお、開設に時間を要する場合、「ゆうちょ銀行」の場合は記号と番号、「ゆうちょ銀行以外」の場合は金融機関名 

および支店名と口座番号を確認しておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/MTY1Ng%3d%3d%23NDI1%23280%231f4%230%2333E6FE5C6400%23OzEw%23%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e8%a1%8c%e6%94%bf%e6%b3%95%e4%ba%ba%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%a9%9f%e6%a7%8b


〇令和 8年度大学等奨学生採用候補者決定通知【提出用】 

 

(表面) 
 
 

■採用されている奨学金の種別を確認してください。 

 

◎第Ⅳ区分（理工農系）と表記されている方は、理工学部・情報学部・建築・環境学部に進学された方 

のみ対象となります。 

◎多子世帯だが、予約採用で給付奨学金を申請していない場合在学採用で給付奨学金に申請してください。 

◎【多子世帯】の方で以下に該当する場合、奨学金窓口まで至急お問合せください。 

①多子世帯にも関わらず、支援区分が第Ⅰ区分～第Ⅲ区分の場合。（多子世帯の表記がない場合） 

②多子世帯にも関わらず、給付奨学金が「不採用」になっている場合。 



 

                                                    

ショウガク タロウ 
奨学 太郎 

現住所

を記入 

神奈川県横浜市金沢区六浦東〇-〇-〇   

 

236-850101 

045-777-7777 実家

 
080   1234   1234 

全員チェックしてください 

入学後に記入 
入学後に記入 

(裏面) 
 
 



2.以下は該当する方のみ 
 

(1) 「入学時特別増額貸与奨学金（日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込：必要）」と記載のあ

る方で申込を予定している方 

※入学時特別増額貸与奨学金を利用するにあたり、「国の教育ローンの申込：必要」と条件が付い

ている方は入学前に生計維持者等が「国の教育ローン」申込手続きを必ず行ってください。 

（国の教育ローンが利用できなかった場合に限り入学時特別増額貸与奨学金を利用できます） 

 

日本政策金融公庫の「国の教育ローン」 0570-008656 月～金(9:00-19:00)  

 

 

      
 

 (2) 給付奨学生で「自宅外通学」で申し込む予定の方は、下記を確認してください。 

����〈【修学支援新制度】給付奨学金の自宅外申請時の注意点 | JASSO〉 

 

必 要 書 類  
学生等本人が生計維持者と別居し（生計維持者の単身赴任等は含まない）、居住にかかる家賃を学生等本

人又は生計維持者が負担していることを「証明する書類」と「通学形態変更届」を学校へ提出し、日本学

生支援機構の審査を受けることが必要になります。 

 

■「通学形態変更届」（自宅外通学）[給付様式 35]は説明会会場で配布します。 

 

■「自宅外証明書類」下記の①～③のいずれかの書類を用意してください。 
① アパート等の賃貸借契約を行っている場合  

����アパート等の賃貸借契約書（全ページ）のコピー 

※学生氏名が記載され、契約期間・入居期間が記載されていること。 

生計維持者の名義で賃貸借契約を結んでいる場合、「入居者欄」に学生氏名の記載があること。

更に別途、学生の「居住証明書」の提出が必要な場合があります。     
② 寮（インターナショナル・レジデンス）に入寮した場合 

����入寮契約書のコピー 
③ 部活の寮等に入寮している場合 

  ����「部活学生寮確認票」に記入 

 

※採用後(奨学金の振込が開始された後)に提出された書類審査が通るまでは、自宅通学月額で振込 
まれます。不備なく審査終了した後に、自宅外月額の差額がまとめて振り込まれます。 

 
 

https://www.jasso.go.jp/news/jitakugaityui.html


3. 奨学金に関する情報 
 

奨学金に関する情報は、KGU ポータル、関東学院大学 HP、毎月 LINE でも確認いただくこと

が可能です。 
学生は必ず、LINE 登録をお願いします。また、保護者様もぜひ LINE 登録してください。 
 

 
 

                                     
 

 

以  上 

【LINE QR コード】 


